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８ 議会の経過 
開会 １３時２８分から１４時１０分 

 
（松隈議長） 

本日、鳥栖・三養基地区消防事務組合告示第１号におきまして、組合議会定例会が招集  

されました。 

ただ今、出席人員１１人、よって定足数に達しておりますので、本日の会議は成立いたします。

これより令和６年２月組合議会定例会を開会いたします。 

ただちに本日の会議を開きます。 

 

（大嶌総務課参事） 

議長 

 

（松隈議長） 

大嶌総務課参事 

 

（大嶌総務課参事） 

皆さんこんにちは、総務課参事の大嶌でございます。 

本日は、総務課長の西山が病気休暇を頂いておりますので、代わりに御説明をさせていただ

きます。 

今回、付議案件として送付しておりました資料に誤りがございましたので、議長のお許しを得

まして、本日、机の上に「配布資料の訂正について」という文書を置かせていただいております。 

訂正理由といたしまして、管理者提案理由説明要旨において「議案第５号」とすべきところを

「議案第６号」と標記しておりました。 

訂正箇所は、２枚目の６行目でございます。 

修正が必要でありましたが、失念いたしておりました。 

お詫びして訂正いたします。 

誠に申し訳ございませんでした。 

 

（松隈議長） 

はい。日程第１ 会期決定の件を議題といたします。 

お諮りいたします。今期定例会の会期は本日１日間といたしたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。 

 

（一同） 

異議なし。 

 

（松隈議長） 

御異議なしと認めます。 

よって、今期定例会の会期は本日１日間と決定いたしました。 

日程第２ 会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員の指名につきましては、会議規則第９４条の規定により、議長において伊藤

克也議員並びに大久保由美子議員を指名いたします。 

日程第３ 経過報告でございますが、お手元に報告書を配布いたしておりますので、これを  

もって報告にかえさせていただきます。 

日程第４ 管理者提案理由の説明を求めます。 
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（向門管理者） 

議長 

 

（松隈議長） 

向門管理者 

 

（向門管理者） 

皆さんこんにちは、改めましてお忙しい中ありがとうございます。それでは提案理由

の説明をさせていただきます。 
本日、ここに令和６年２月組合議会定例会を招集いたしまして、提案しております議

案について概要を御説明し、御審議をお願いすることといたしました。 
提案いたしました議案のうち議案第１号 鳥栖・三養基地区消防事務組合監査委員に

関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。 
これは、地方自治法の一部を改正する法律に基づき、引用する条項及び字句の改正を

お願いするものでございます。 
次に、議案第２号 鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の育児休業等に関する条例の

一部を改正する条例について申し上げます。 
これは、地方自治法の一部を改正する法律に基づき、会計年度任用職員に対する勤勉

手当について規定したいため、改正をお願いするものでございます。 
次に、議案第３号 鳥栖・三養基地区消防事務組合手数料条例の一部を改正する条例

について申し上げます。 
これは、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令において、

危険物貯蔵所の設置許可の申請に対する審査等にかかる手数料の額が、改定されること

に伴い、改正をお願いするものでございます。 
次に、議案第４号 令和５年度鳥栖・三養基地区消防事務組合補正予算（第３号）に

ついて申し上げます。 
今回の補正予算につきましては、既決の予算に歳入、歳出それぞれ２，２５３万８千

円を追加し、歳入歳出予算の総額を１６億４，９５１万７千円といたしております。 
歳入面では分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入及び繰入金を追加する一

方、組合債を減額いたしております。 
歳出面では、決算見込みによる調整を行うとともに職員手当を追加する一方、消防費

を減額いたしております。 
次に、議案第５号 令和６年度鳥栖・三養基地区消防事務組合予算について申し上げ

ます。 
予算の総額は、歳入、歳出それぞれ１５億９，００１万円とし、前年度比０．５１％の

減となっております。 
歳入面では、令和５年度基準財政需要額で算出いたしました各市町負担金、国庫支出

金、諸収入及び組合債などを計上いたしております。 
歳出面では、総務費で人件費等経常的な経費のほか、消防費で高規格救急自動車整備

事業、消防救急デジタル無線電源等強化事業に要する経費などを計上いたしております。 
以上で、提案理由の説明を終わりますが、何とぞよろしく御審議を賜りますよう、お

願い申し上げます。 
 

 

 

 



    - 3 -  

（松隈議長） 

ありがとうございました。 

日程第５ 議案第１号 鳥栖・三養基地区消防事務組合監査委員に関する条例の一部を改

正する条例について議題といたします。 

提案理由の詳細説明を求めます。 

 

（大嶌総務課参事） 

はい、議長 

 

（松隈議長） 

大嶌総務課参事 

 

（大嶌総務課参事） 

皆様、改めましてよろしくお願いいたします。それでは議案第１号 鳥栖・三養基地区消防事

務組合監査委員に関する条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。 

①議案書の１ページ及び④議案参考資料の１ページの新旧対照表をお願いいたします。 

今回の条例改正につきましては、地方自治法の一部を改正する法律に伴い、引用する条項

及び文言の整理を行うものでございます。 

なお、この条例につきましては令和６年４月１日から施行いたします。 

以上、御説明とさせていただきますが、何とぞよろしく御審議を賜わりますよう、お願い申し上

げます。 

 

（松隈議長） 

詳細説明が終わりました。 

これより議案第１号の質疑を行います。 

 

（松隈議長） 

ございませんか。 

 

（一同） 

なし。 

 

（松隈議長） 

では、質疑を終わります。 

本議案については討論を省略してただちに採決を行います。 

議案第１号 鳥栖・三養基地区消防事務組合監査委員に関する条例の一部を改正する条例

については、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

 

（一同） 

異議なし。 

 

（松隈議長） 

御異議なしと認めます。 

よって、議案第１号 鳥栖・三養基地区消防事務組合監査委員に関する条例の一部を改正

する条例については原案のとおり決しました。 
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日程第６ 議案第２号 鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の育児休業等に関する条例の

一部を改正する条例ついて議題といたします。 

提案理由の詳細説明を求めます。 

 

（大嶌総務課参事） 

はい、議長 

 

（松隈議長） 

大嶌総務課参事 

 

（大嶌総務課参事） 

議案第２号 鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の育児休業等に関する条例の一部を改

正する条例について、御説明いたします。 

①議案書の２ページ及び④議案参考資料の２ページの新旧対照表をお願いいたします。 

今回の条例改正につきましては、地方自治法の一部を改正する法律において、会計年度任

用職員に対する勤勉手当の規定が整備されたことに伴いまして、改正するものでございます。 

なお、この条例につきましては令和６年４月１日から施行いたします。 

以上、御説明とさせていただきますが、何とぞよろしく御審議を賜わりますよう、お願い申し上

げます。 

 

（松隈議長） 

詳細説明が終わりました。 

これより議案第２号の質疑を行います。 

 

（大久保議員） 

はい。 

 

（松隈議長） 

大久保議員 

 

（大久保議員） 

はい、お尋ねいたします。私は去年の４月から組合の議員になりましたので、ちょっと分から

ないところがありますので、お尋ねいたします。 

会計任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部の改正もございましたけど、その分

についての一部改正の議案が出ていないのは、どういったことから出ていないのかお尋ねいた

します。 

 

（大嶌総務課参事） 

はい、議長 

 

（松隈議長） 

大嶌総務課参事 

 

（大嶌総務課参事） 

はい、大久保議員の御質問にお答えいたします。 
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当組合の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例につきましては、鳥栖市会

計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例を準用しているところでございます。 

なお、鳥栖市においては１２月定例会で議決を受け、改正されているところでございます。 

以上、お答えとさせていただきます。 

 

（大久保議員） 

挙手 

 

（松隈議長） 

大久保議員 

 

（大久保議員） 

ということは会計任用職員等々の改正があった場合はこれからも、ここの当組合では出ないと

いうことですが、他にもそういう鳥栖市に準用するようなものは他にもあるのでしょうか。 

 

（大嶌総務課参事） 

はい、議長 

 

（松隈議長） 

大嶌総務課参事 

 

（大嶌総務課参事） 

はい、当組合の例規で鳥栖市を準用すると規定しているものは、先ほど御答弁いたしました、

会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の他に、会計年度任用職員の給与の決

定及び支給等に関する規則、会計年度任用職員の勤務時間休暇等に関する規則、公有財産

規則、契約事務規則、財務規則で６規定ございます。 

以上、お答えとさせていただきます。 

 

（松隈議長） 

他にございませんか。 

 

（一同） 

なし。 

 

（松隈議長） 

質疑を終わります。 

本議案については討論を省略して直ちに採決を行います。 

議案第２号 鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の育児休業等に関する条例の一部を改

正する条例については、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

 

（一同） 

異議なし。 

 

（松隈議長） 

御異議なしと認めます。 
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よって、議案第２号 鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の育児休業等に関する条例の一

部を改正する条例については原案のとおり決しました。 

日程第７ 議案第３号 鳥栖・三養基地区消防事務組合手数料条例の一部を改正する条例

について議題といたします。 

提案理由の詳細説明を求めます。 

 

（永田予防課長） 

はい、議長 

 

（松隈議長） 

永田予防課長 

 

（永田予防課長） 

はい、予防課長の永田でございます。よろしくお願いいたします。 

議案第３号 鳥栖・三養基地区消防事務組合手数料条例の一部を改正する条例について説

明いたします。 

会議資料の３ページ及び参考資料３ページ、４ページの新旧対照表をお願いいたします。 

今回の手数料の一部改正につきましては、地方公共団体の手数料の標準に関する政令が

改正され、危険物施設にかかる許可等申請に伴う手数料の額について改正するものであります。 

詳細につきましては手数料条例の別表中３（５）の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮

き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置許可の申請に係る手数料です。 

なお、施行期日につきましては令和６年４月１日となっております。 

また、手数料の変更額につきましては参考資料のとおりとなっておりますので、お目通しをお

願いいたします。 

以上、説明とさせていただきますが、何卒よろしく御審議賜りますよう、お願い申し上げます。 

 

（松隈議長） 

詳細説明が終わりました。 

これより議案第３号の質疑を行います。 

 

（一同） 

なし。 

 

（松隈議長） 

それでは質疑を終わります。 

本議案については、討論を省略して直ちに採決を行います。 

議案第３号 鳥栖・三養基地区消防事務組合手数料条例の一部を改正する条例については、

原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

 

（一同） 

異議なし。 

 

（松隈議長） 

御異議なしと認めます。 

よって、議案第３号 鳥栖・三養基地区消防事務組合手数料条例の一部を改正する条例に

ついては原案のとおり決しました。 
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日程第８ 議案第４号 令和５年度鳥栖・三養基地区消防事務組合補正予算（第３号）を議題

といたします。 

提案理由の詳細説明を求めます。 

 

（大嶌総務課参事） 

はい、議長 

 

（大嶌総務課参事） 

議案第４号 令和５年度鳥栖・三養基地区消防事務組合補正予算（第３号）について御説明

いたします。 

別冊②の資料、令和５年度鳥栖・三養基地区消防事務組合補正予算の１ページをお願いい

たします。 

今回の補正でございますが、既決の予算の総額に歳入、歳出それぞれ２，２５３万８千円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入、歳出それぞれ１６億４，９５１万７千円といたしております。 

５ページをお願いいたします。 

第２表 地方債の補正でございますが、契約をいたしております各事業について起債対象事

業費が確定しましたので、限度額を補正いたしております。 

災害対応ドローン整備事業が１９０万円から１４０万円に減額、自動心肺蘇生器整備事業が 

６７０万円から６４０万円に減額、庁舎空調設備等改修工事が３，５２０万円から３，２３０万円に減

額いたしております。 

それでは予算の詳細について事項別に御説明いたしますので、１０ページをお願いいたしま

す。 

まず歳入でございますが款１ 分担金及び負担金、項１の負担金につきましては２８万２千円

の増額、款２ 使用料及び手数料、項２の手数料につきましては、危険物施設許可申請等で 

１００万円を増額いたしております。 

款４ 財産収入、項１ 財産運用収入は各基金の預金利子で１０９万１千円の増額、項２ 財

産売払収入は救助工作車の売払い額２２万円を減額いたしております。 

１１ページをお願いいたします。 

款５の繰入金につきまして、財政調整基金繰入金で２，４７８万８千円を増額し、消防施設等 

整備基金繰入金で７０万４千円を減額いたしております。 

財政調整基金は後ほど歳出において御説明いたしますが、職員手当等の増額、消防施設

等整備基金につきましては各事業の財源調整による減額でございます。 

款８ 組合債で３７０万円を減額しておりますが、各事業の入札差額による起債額の変更でご

ざいます。 

款９ 県支出金につきましては、佐賀県新型コロナウイルス感染症感染防止対策緊急補助金

の申請に伴い、補助額が未確定のため科目設定をいたしております。 

１２ページをお願いいたします。 

続きまして、歳出について御説明いたします。 

款２ 総務費、項１ 総務管理費、目１ 一般管理費につきましては２，４４９万４千円を増額し、

補正後の額を 1５億３，５５５万８千円といたしております。 

内訳でございますが、節３ 職員手当等につきましては、退職手当の増額に伴いまして、決

算見込みにより３，５７２万７千円を増額いたしております。 

節４ 共済費につきましては、負担金率等の改定に伴い７１３万４千円を増額いたしておりま

す。 

節１４ 工事請負費３６２万６千円の減額につきましては、庁舎空調改修工事の入札差額によ

る減額でございます。 
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節２４ 積立金１，４７４万１千円の減額につきましては、財政調整基金積立額を減額するとと

もに、各基金の預金利子等について積み立てるものでございます。 

１３ページをお願いいたします。 

 項２ 監査委員費につきましては 1 万７千円を減額いたしております。 

次に、款３ 消防費、項１ 消防施設費の１９３万９千円の減額につきましては、各資機材の購

入に伴う入札差額などでございます。 

なお、デジタル携帯無線装置につきましては、当初３台の購入を予定しておりましたが、新型

コロナウイルス感染症の影響によって、半導体を含む世界的な部品不足のため製造停止が継

続しており、２台のみの購入であるため減額となっているところでございます。 

④議案参考資料の５ページに、令和５年度 負担金算出表、⑤議案概要説明書の１ページ

に歳入、歳出の概要を添付いたしております。 

以上、御説明とさせていただきますが、何とぞよろしく御審議を賜わりますよう、お願い申し上

げます。 

 

（松隈議長） 

説明が終わりました。これより議案第４号の質疑を行います。 

 

（松隈議長） 

ございませんか。 

 

（一同） 

なし。 

 

（松隈議長） 

質疑を終わります。 

本議案については討論を省略して直ちに採決を行います。 

議案第４号 令和５年度鳥栖・三養基地区消防事務組合補正予算（第３号）については、原

案のとおり決することに御異議ありませんか。 

 

（一同） 

異議なし。 

 

（松隈議長） 

御異議なしと認めます。 

よって、議案第４号 令和５年度鳥栖・三養基地区消防事務組合補正予算（第３号）について

は原案のとおり決しました。 

日程第９ 議案第５号 令和６年度鳥栖・三養基地区消防事務組合予算について議題といた

します。 

提案理由の詳細説明を求めます。 

 

（大嶌総務課参事） 

はい、議長 

 

（松隈議長） 

大嶌総務課参事 
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（大嶌総務課参事） 

議案第５号 令和６年度鳥栖・三養基地区消防事務組合予算について御説明いたします。 

別冊③の令和６年度鳥栖・三養基地区消防事務組合予算 1 ページをお願いいたします。 

歳入歳出予算の総額は歳入、歳出それぞれ１５億９，００１万円といたしており、前年度比  

８１５万４千円の減額となっております。 

５ページをお願いいたします。 

第２表の地方債でございますが、高規格救急自動車整備事業の限度額が１，８７０万円、消

防救急デジタル無線電源等強化事業の限度額が１，４４０万円、令和７年度実施予定の鳥栖消

防署浴室改修工事に伴います設計業務の限度額が７０万円、消防本部トイレ改修工事の限度

額が１５０万円でございます。 

歳入、歳出予算の詳細につきましては、事項別に御説明いたしますので１２ページをお願い

いたします。 

まず、歳入でございますが、款１ 分担金及び負担金で１５億１，０７０万４千円を計上しており、

前年度比３，７６９万５千円の増額となっております。 

負担金につきましては、地方交付税の算定額を基礎としております関係で、補正後人口の増

加や基準財政需要額に係る消防費の単位費用が１００円増額の１万１，６００円、救急業務費も

７８円増額となり２，９２６円となったこと。また、緊急防災・減災事業債を活用した救助工作車整

備事業、高規格救急自動車整備事業、防災対策事業債を活用した高機能消防指令システム

サーバー更新事業の普通交付税措置により、増額となったところでございます。 

款２ 使用料及び手数料、項１ 使用料の１９万円につきましては、自動販売機設置料でござ

います。 

また、項２の手数料は、危険物施設の許可申請などに係る手数料で１５０万円といたしており

ます。 

款３ 国庫支出金１，８６９万円につきましては、高規格救急自動車の更新に伴う防衛省によ

る補助金を計上いたしております。 

１３ページをお願いいたします。 

款４ 財産収入、項１の財産運用収入は、各基金の預金利子として１１万３千円、項２の財産

売払い収入１０万円は、高規格救急自動車更新に伴う車両の売り払い額となっております。 

款５の繰入金でございますが、財政調整基金繰入金、退職手当基金繰入金は科目設定、消

防施設等整備基金繰入金は、高規格救急自動車の更新及び消防救急デジタル無線電源等

強化事業に充当するため５万７千円の繰入れを予定いたしております。 

款６の繰越金につきましては、科目設定でございます。 

１４ページをお願いいたします。 

款７ 諸収入、項１ 預金利子につきましては科目設定、項２では高速自動車国道における

救急出動に対する支弁金として６４０万８千円を計上いたしております。 

これは、算定する上での平均救急出動件数の割合が２％から３％となりましたので２０７万４千

円の増額となっております。 

項３の雑入につきましては、危険物安全協会からの負担金１００万円と佐賀県防災航空隊へ

派遣している職員２名分の人件費相当額となる交付金１，５９４万４千円を計上いたしております。 

款８ 組合債につきましては、高規格救急自動車の更新、消防救急デジタル無線電源等強

化事業、消防本部等の感染防止対策に伴う鳥栖消防署の浴室改修工事設計業務、消防本部

トイレの改修工事を予定しており３，５３０万円を起債する予定でございます。 

１５ページをお願いいたします。 

続きまして、歳出でございますが、款１の議会費で３８万８千円を計上いたしております。 

次に、款２ 総務費、項１ 総務管理費、目１ 一般管理費を１４億８，３１２万２千円としており、

前年度比１，０３５万７千円の減額となっております。 
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内訳でございますが、節１につきましては会計年度任用職員１人を含む報酬として２１２万３

千円、節２ 給料で５億６，８７８万９千円、節３ 職員手当等で４億６，１９０万１千円を計上いたし

ております。 

１６ページをお願いいたします。 

節４ 共済費が２億１，６４０万３千円、節７ 報償費で９万５千円、節８ 旅費は５９４万９千円を

計上しております。これは、消防学校、消防大学校、救急救命士研修の旅費が主なものとなっ

ております。 

節９ 交際費は７万円、節１０ 需用費は５，６３０万６千円を計上しておりますが、消防被服、

消耗品費、光熱水費など経常的な経費でございます。 

１７ページをお願いいたします。 

節１１ 役務費の２，００３万３千円につきましては、通信費や健康診断料などでございます。 

節１２の委託料は５，１２１万２千円を計上いたしておりますが、主なものにつきましては消防

救急デジタル無線、消防指令システム、消防 OA システム等の保守業務に伴う委託業務などで

ございます。 

１８ページをお願いいたします。 

節１３ 使用料及び賃借料で１，６２４万６千円、これはＯＡ機器のリース料などでございます。 

節１４ 工事請負費につきましては、訓練棟の防水工事など８０１万５千円を計上いたしており

ます。 

節１７ 備品購入費１２７万５千円は、庁舎用放送用アンプや庁用器具等の購入をお願いした

いと考えております。 

節１８ 負担金、補助及び交付金の１，１７７万４千円につきましては、消防学校や消防大学校

の入校、救急救命士研修の負担金などでございます。 

また、昨年末ご相談させていただきました、佐賀県消防通信指令システム調査業務負担金に

つきましても、併せて計上させていただいております。 

１９ページをお願いいたします。 

節２１ 補償補填及び賠償金につきましては科目設定をいたしております。 

節２４ 積立金につきましては６，２４４万６千円を計上しておりますが、財政計画に基づき積

み立てをお願いしたいと考えております。 

節２６ 公課費の４８万４千円は車両重量税等でございます。 

項２ 監査委員費は５万円を計上いたしております。 

２０ページをお願いいたします。 

款３ 消防費で５，９５６万４千円としており、前年度比４，０２９万２千円の増額となっておりま

す。 

内訳でございますが節１１の役務費で２万１千円、節１２の委託料は消防救急デジタル無線

電源等強化事業のため１，４４７万７千円を計上しております。 

節１７の備品購入費で４，５０６万３千円、節２６の公課費で３万３千円を計上しておりますが、

主に高規格救急自動車の更新などに伴う費用でございます。 

２１ページをお願いいたします。 

款４の公債費でございますが元金で４，１２４万７千円、利子で６３万９千円の合計４，１８８万６

千円を計上いたしております。 

詳細につきましては、説明欄に記載のとおりでございます。 

２２ページをお願いいたします。 

款５ 予備費については５００万円といたしております。 

なお、④議案参考資料の６ページから８ページに令和６年度負担金算出表と性質別歳入・ 

歳出一覧、⑤議案概要説明書の２ページに歳入、歳出の概要を添付いたしております。 
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以上、御説明とさせていただきますが、何とぞよろしく御審議を賜わりますよう、お願い申し上

げます。 

 

（松隈議長） 

詳細説明が終わりました。 

これより議案第５号の質疑を行います。 

 

（大久保議員） 

はい。 

 

（松隈議長） 

大久保議員 

 

（大久保議員） 

１５ページの歳出ですね、それの２款の節の３ですね、職員手当のところの時間外勤務手当 

４，４００万ほどありますけど、これは、令和４年度の決算も約４，０００万ほどの決算が出ておりま

したので、経常的にこの金額が計上されているなっていうのが分かりましたけれど、その下にも

休日勤務手当、夜間勤務手当等々ちゃんと予算が組まれておりますけど、ここの時間外勤務の

この４，４００万という数字はどういうところから、どういう時間外勤務なのか簡単で結構です。お尋

ねさせていただきます。 

 

（大嶌総務課参事） 

はい、議長 

 

（松隈議長） 

大嶌総務課参事 

 

（大嶌総務課参事） 

大久保議員の御質問にお答えいたします。 

こちらの時間外勤務につきましては、職員の休憩時間等に係る出動であったりとか、そういっ

たところの時間外勤務となっております。 

また、当組合につきましては、職員は２４時間勤務といいますか、朝まで勤務する関係上、夜

間の時間外勤務を、こちらのほうから支出をさせていただいているところでございます。 

あと、併せて災害等がありましたら呼出し等がございますので、その分の手当とさせていただ

いているところでございます。 

以上、お答えとさせていただきます。 

 

（大久保議員） 

はい。 

 

（松隈議長） 

大久保議員 

 

（大久保議員） 

もう１点申し訳ありません。 

２０ページをお願いします。 
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３款 消防費の節でいえば１７節の備品購入費、高規格救急自動車というもので３，７４０万の

予算がありますけど、この救急自動車は、どちらの署に配備される予定なのかお尋ねいたしま

す。 

 

（松永次長兼警防課長） 

はい、議長 

 

（松隈議長） 

松永次長兼警防課長 

 

（松永次長兼警防課長） 

大久保議員の御質問にお答えいたします。 

本組合では鳥栖消防署の２台、西消防署の２台、基山分署に１台で合計５台の救急自動車と、

鳥栖消防署に配置する予備の車両１台を運用しており、今回は、西消防署に配置している救急

２号車の更新を予定しておりますが、全体としては２年ごとに１台、それから１０年に一度、年２台

の救急自動車を更新する計画としております。 

以上お答えとさせていただきます。 

 

（大久保議員） 

 はい。 

 

（松隈議長） 

大久保議員 

 

（大久保議員） 

ということは西消防署に配置されるという認識でよかったですかね、答弁は。 

 

（松永次長兼警防課長） 

はい、議長 

 

（松隈議長） 

松永次長兼警防課長 

 

（松永次長兼警防課長） 

はい、大久保議員の質問にお答えさせていただきます。そのとおりでございます。 

以上お答えといたします。 

 

（松隈議長） 

他にございますか。 

 

（大川議員） 

はい。 

 

（松隈議長） 

大川議員 
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（大川議員） 

１８ページをお願いします。 

１３節の使用料及び賃借料の１番下、Ｎｅｔ１１９・Ｌｉｖｅ１１９使用料金になっておりますけれども、

経過報告書を見ればですね、これは昨年１２月１日から運用を開始されたということで説明があ

っております。 

そしたらその後、令和５年度中１２月から３月までの間、あ、まだ２月か、今現在までで、これの

実績等はどんなふうかちょっとお聞かせください。 

 

（井上情報指令課長） 

はい、議長 

 

（松隈議長） 

井上情報指令課長 

 

（井上情報指令課長） 

はい。 

大川議員の御質問にお答えします。 

Ｎｅｔ１１９については、実績はございません。Ｎｅｔ１１９を使用するに当たっては事前の登録が

必要でございます。 

現在登録されていらっしゃる方が、鳥栖市が３名、基山町が９名、みやき町がなし。、上峰町

が１名となっております。 

それからＬｉｖｅ１１９のほうにつきましては、１２月１日から３１件試みております。 

成功事例が２２件、不成功が８件、それから本人が拒否されたものが１件の合計３１件となって

おります。 

以上です。 

 

（大川議員） 

議長 

 

（松隈議長） 

大川議員 

 

（大川議員） 

はい。 

この関係についてはですね、本当に障害をお持ちの方が緊急事態を連絡をするということで

すから、いいことだと思いますが、これの啓発関係がですね、どんなふうにされてるものか。ちょ

っと聞いたら各市町の消防団に連絡が来てるような話は聞きましたが、具体的にもっと知っても

らわんばいかんけんですね、どういうふうなことで啓発するように計画されているのか、その辺を

お願いします。 

 

（井上情報指令課長） 

はい、議長 

 

（松隈議長） 

井上情報指令課長 
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（井上情報指令課長） 

はい。 

大川議員の御質問にお答えさせていただきます。 

Ｎｅｔ１１９につきましては、構成市町の福祉の担当者から、聴覚障害者の団体等を紹介していた

だいたり、県の障害者協会から紹介していただいた、各代表者の方に直接お会いし、事業の内

容を説明した後に各市町の広報紙に日程等を記載させていただき、取扱い説明を実施してお

ります。 

令和５年度は１１月と１２月に鳥栖消防署で実施し、令和６年度は４月に西消防署で実施の予

定です。 

また、ホームページに掲載しておりますＱＲコードからウェブ登録も可能ですので、そちらも積

極的にＰＲしたいと考えております。 

なお、管内の全ての医療機関にＰＲ用のパンフレットを置かしていただいております。 

以上、回答とさせていただきます。 

 

（大川議員） 

はい。 

 

（松隈議長） 

大川議員 

 

（大川議員） 

本当にね、そういうしてもらってることはもう結構なことだと思います。 

ですからいろいろなかったらいいですけれどもね、何かあったときにはやっぱし、こういう形で

皆さんが知り得て、すぐできるように啓発をですね、もっともっと重点的に進めてもらいたいと思

います。 

以上です。 

 

（松隈議長） 

他にございますか。 

 

（大川議員） 

もういっちょよかですか。 

 

（松隈議長） 

大川議員 

 

（大川議員） 

今回救急車が導入、あのー更新されますよね。 

以前私がお尋ねしたときに、救急車に乗って行かれる人が、「クッションが悪くて痛くてたまら

ないっ」てことがあったからどうですかって聞いたら、そのクッションなんかも改善していいように

してますよっていう話が、あってましたがそれはもう間違いないですか。 

何でこういうこと聞くかというとですね、ある関係者の人が言われたのが、ある程度クッションが

悪かった方が、けが人あるいは病人の方がね、意識を失わんために、ある程度あったらいいか

なっていう話をね、されたということを聞いたんですよ。 

じゃあ以前、改善する方向でやって取り組んでますっちゅう話と、もう相反するもんだからね。

どっちが本当かなと思ってちょっとお尋ねしたいんですが 
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（松永次長兼警防課長） 

はい、議長 

 

（松隈議長） 

松永次長兼警防課長 

 

（松永次長兼警防課長） 

大川議員の御質問にお答えいたします。 

本組合の救急車につきましては防震性のストレッチャーを配備いたしております。 

それで、日々、救急車につきましても進化しておりまして、防震性機能も高くなっているところ

でございます。 

以上お答えといたします。 

 

（大川議員） 

はい、議長 

 

（松隈議長） 

大川議員 

 

（大川議員） 

ということはクッションもよくする方向で整備、更新をしているということで間違いないですね。 

 

（松永次長兼警防課長） 

はい、議長 

 

（松隈議長） 

松永次長兼警防課長 

 

（松永次長兼警防課長） 

大川議員の質問にお答えします。 

そのとおりでございます。 

 

（大川議員） 

ありがとうございました。 

 

（松隈議長） 

他にございますか。 

 

（大川議員） 

もう一つ、よかですか。 

 

（松隈議長） 

大川議員 
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（大川議員） 

研修関係の費用を組んでありますよね。 

それで、これまた経過報告書を見た中でですね、ずらーっと、こう研修関係のやつが上がっ

ておりますけれども、ここで１月１９日にアンガーマネジメント研修１名ということで上がっておりま

すが、これは私も初めてやと思うんで、ちょっと調べたら怒りを予防し、制御するための診療法プ

ログラムというような説明を受けましたけれども、これには、こういう研修に１名参加されて、その

方が今度はこちらの消防のほうでは指導者という立場でされるものか、それとも、それとその研

修を受ける人をですね、増やしていくものか、その辺いかがですか。 

 

（大嶌総務課参事） 

はい、議長 

 

（松隈議長） 

大嶌総務課参事 

 

（大嶌総務課参事） 

はい、大川議員の御質問にお答えをさせていただきます。 

このアンガーマネジメント研修といいますのは、市町村振興協会の研修でございます。 

そちらのほうに、当組合の職員も研修として受入れをさせていただいているところでございま

す。 

こういった研修につきましては毎年、開催されておりまして、当組合につきましても毎年度、予

算化を行い職員の研修を続けたいというふうに考えております。 

また、研修から戻りました職員につきましては、復命書等を提出をしてもらいですね、職員の

ほうから他の職員への教育等も行っているところでございます。 

以上、お答えとさせていただきます。 

 

（大川議員） 

はい、わかりました。 

議長もういっちょ、よかですか。 

 

（松隈議長） 

大川議員 

 

（大川議員） 

１７ページ、１２の委託料で下からの４番目、ドローン操縦士資格取得ということで予算組んで

ありますが、６年度は何名ぐらい資格を取るように計画されておりますか。 

 

（松永次長兼警防課長） 

はい、議長 

 

（松隈議長） 

松永次長兼警防課長 

 

（松永次長兼警防課長） 

大川議員の御質問にお答えいたします。 

本年度の資格につきましては４名が受講をしたところでございます。 
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また次年度につきましては、同じ数を受講させ、最終的には１０名程度を養成したいというふう

に考えております。 

以上でございます。 

 

（大川議員） 

はい、分かりました。 

 

（松隈議長） 

他にございますか。 

 

（松隈議長） 

では質疑を終わります。 

本議案については、討論を省略して直ちに採決を行います。 

議案第５号 令和６年度鳥栖・三養基地区消防事務組合予算については、原案のとおり決す

ることに御異議ありませんか。 

 

（一同） 

異議なし。 

 

（松隈議長） 

御異議なしと認めます。 

よって議案第５号 令和６年度鳥栖・三養基消防事務組合予算については、原案のとおり決

しました。 

これをもちまして、令和６年２月組合議会定例会を閉会いたします。お疲れ様でした。 
 

 

  




